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公益社団法人日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定 

（趣旨） 

第１条 この協定は、地震、異常渇水等の災害に被災した都市が速やかに給水能

力を回復できるように、公益社団法人日本水道協会中部地方支部（以下「中部

地方支部」という。）及び中部地方支部内の県支部（以下「県支部」とい

う。）間における相互応援活動に係る体制並びに公益社団法人日本水道協会

（以下「協会本部」という。）への応援要請に係る中部地方支部及び県支部の

体制に関し必要な事項を定めるものとする。 

（応援の要請） 

第２条 中部地方支部内において災害が発生した場合には、当該災害に被災した

事業体が属する県支部の支部長は、県、その他関係機関と調整を図り、他の協

定を考慮した上で、必要と認めたときは、公益社団法人日本水道協会中部地方

支部長（以下「中部地方支部長」という。）に対して応援の要請を行うことが

できる。 

 （要請方法） 

第３条 前条の要請は、次の各号に掲げる事項をできる限り明らかにして、口頭、

電話、ＦＡＸ又は無線等迅速かつ適切に伝達できる方法で行うものとし、後日

速やかに文書を中部地方支部長に提出する。 

(1) 被災の状況 

(2) 必要とする応援内容 

(3) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量 

(4) 必要とする職員の人員 

(5) 応援の場所及び応援場所への経路 

(6) 応援の期間 

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 前条の要請を受けた中部地方支部長は、国、協会本部その他関係機関と調整

を図った上で、中部地方支部内の他の県支部長（以下「応援県支部長」とい

う。）に対して応援を要請する。 

３ 中部地方支部長は、前条の要請を受けた際、被災状況又は地理的条件等から

必要と認めたときは、協会本部を通じて、他の地方支部長へ応援を要請するも

のとする。 

４ 中部地方支部長は、被災状況等から必要があると認めるときは、前条の要請

の連絡を待たずに、応援県支部長に対し応援活動を即座に行える体制を整える
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よう要請することができる。 

５ 前３項中、中部地方支部長が行う要請については第１項の規定を準用する。 

 （代理） 

第４条 中部地方支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場合

には、新潟県支部長がこの協定における中部地方支部長の事務を代理するもの

とする。 

２ 県支部長は、県支部長である事業体が被災し、適切な連絡調整が行えない場

合において、この協定における県支部長の事務を代理させるため、当該代理を

する県内の事業体をあらかじめ決めておくものとする。 

３ 県支部長である事業体が被災し、かつ、前項に基づき当該代理をする事業体

も被災し、適切な連絡調整が行えない場合には、別表により、該当する代理県

支部長がこの協定における県支部長の事務を代理するものとする。 

 （応援体制） 

第５条 応援県支部長は、中部地方支部長から第３条に定める応援の要請の連絡

を受けたときは、応援を要請した県支部長（以下「被災県支部長」という。）

に全面的に協力するものとする。 

２ 第３条に定める応援の要請の連絡を受けた応援県支部長は、直ちに県支部内

の事業体に対し、応援の要請を行う。 

３ 中部地方支部長は被災県支部長、協会本部と協議し応援事業体現地対策本部

（以下「現地対策本部」という。）を設置することができる。 

 （応援内容） 

第６条 応援活動は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 応急給水活動 

(2) 応急復旧活動 

(3) 応急復旧用資機材の提供 

(4) 工事業者の斡旋 

(5) 非常用発電設備等の運転に必要な燃料の提供 

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援職員の受け入れ） 

第７条 応援活動を迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災県支部長は、

応援を受ける事業体（以下「被災事業体」という。）と協議の上、応援活動に

従事する事業体（以下「応援事業体」という。）の職員及び工事業者の宿泊施
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設及び応援車両の集合場所等を指定する。ただし、宿泊施設について指定する

ことが困難な場合については、応援事業体及び現地対策本部に対し必要な情報

を提供するよう努めるものとする。 

（中継水道事業体） 

第８条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合、

中部地方支部内の被災県支部以外の県支部、又は他の地方支部からの応援が必

要となったとき、遠方からの応援事業体の移動補助を目的とした活動を行う事

業体を、関係する県支部長と協議の上定めることができるものとする。 

（支援拠点水道事業体） 

第９条 中部地方支部長は、中部地方支部内で大規模広域災害が発生した場合に

おいて、応援の長期化が見込まれる場合等に、効率的な応援体制の構築を実現

することを目的とした活動を行う事業体を、関係する県支部長と協議の上定め

ることができるものとする。 

 （費用負担） 

第10条 この協定に基づく応援に要する費用の負担については、被災事業体の負

担とすることを原則として、応援事業体と被災事業体とが協議して定めるもの

とする。 

２ 被災事業体の負担とすべき費用であっても被災事業体が当該費用を支弁する

余裕がない場合は、応援事業体が一時繰替支弁するものとする。 

 （連絡担当部課） 

第11条 中部地方支部長及び各県支部長は、この協定の実施に必要な情報の相互

交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者を定

め、災害が発生したとき、又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに必要

な情報を相互に交換するものとする。 

（中部地方支部防災連絡協議会の設置） 

第12条 相互応援の円滑な実施に必要な事前情報の充実を図るため、中部地方支

部長及び各県支部長は、前条の連絡担当責任者及び連絡担当責任者補助者から

なる中部地方支部防災連絡協議会を設け、毎年定期的に必要な情報の交換を行

うものとする。 
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 （他の地方支部への応援） 

第13条 中部地方支部長が他の地方支部長と地方支部間における災害時の応援活

動等について協定を締結した場合であって、当該協定に基づき被災した他の地

方支部長から中部地方支部長に対し応援活動の協力要請があったときは、この

協定による中部地方支部内における応援活動の例により全面的に協力するもの

とする。 

２ 中部地方支部長は、他の地方支部長と前項の協定を締結しようとするときは、

あらかじめ各県支部長と協議するものとする。 

３ 中部地方支部長が、協会本部から他の地方支部の正会員に対する応援活動の

協力要請を受けたときは、その受諾について、各県支部長と協議するものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。 

４ 中部地方支部長が、前項の応援活動の協力要請を受諾したときは、支部内の

事業体においては、この協定による応援活動の例により全面的に協力するもの

とする。 

 （日本水道協会正会員以外の水道事業体等への応援） 

第14条 中部地方支部内の各県支部長若しくは各県等の行政機関、協会本部又は

他の地方支部から、日本水道協会正会員以外の水道事業体又は簡易水道事業体

に対する応援活動の協力要請があった場合は、中部地方支部長と関係する県支

部長が協議の上、この協定に準じて当該応援活動の協力要請に対応するものと

する。 

 （その他） 

第15条 この協定に定めるもののほかこの協定の実施について必要な事項につい

ては、中部地方支部長及び各県支部長が協議してこれを定める。 

２ 各県支部長は平常時から県支部内の事業体に対し、本協定及び同実施要領の

周知に努めるものとする。 

 （適用） 

第16条 この協定は、平成29年10月15日から適用する。 

２ この協定の締結をもって平成27年４月１日締結の「公益社団法人日本水道協

会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」は、その効力を失う。 

 この協定の締結の証として、本書10通を作成し、中部地方支部長及び各県支部

長押印の上、各自その１通を保有する。 
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   平成29年10月６日 

公益社団法人日本水道協会中部地方支部長

名古屋市長  河村 たかし

公益社団法人日本水道協会愛知県支部長

豊橋市長  佐原 光一

公益社団法人日本水道協会三重県支部長

津 市 長  前葉 泰幸

公益社団法人日本水道協会静岡県支部長

静岡市長  田辺 信宏

公益社団法人日本水道協会岐阜県支部長

岐阜市長  細江 茂光

公益社団法人日本水道協会福井県支部長

福井市長  東村 新一
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公益社団法人日本水道協会石川県支部長

金沢市長  山野 之義

公益社団法人日本水道協会富山県支部長

富山市長  森  雅志

公益社団法人日本水道協会長野県支部長

長野市長  加藤 久雄

公益社団法人日本水道協会新潟県支部長

新潟市長  篠田  昭

 別表 

被災県支部長名 代理県支部長名 

愛知県支部長 福井県支部長 

三重県支部長 石川県支部長 

静岡県支部長 長野県支部長 

岐阜県支部長 富山県支部長 

福井県支部長 愛知県支部長 

石川県支部長 三重県支部長 

富山県支部長 岐阜県支部長 

長野県支部長 新潟県支部長 

新潟県支部長 静岡県支部長 


